
給与制度班　大仲・髙橋

１　支給日　　令和８年６月３０日（火）

　　　　　　  特別職　１．７５月　　（昨年同期　１．７２５月）

３　支給内訳

職員数
（人）

22,868

知事 1

小計 3

議長 1

副議長 1

小計 47

22,918

2,402,505

　三重県職員（教員、警察官等を含む。）に支給する令和８年６月期末・勤勉手当（夏のボーナ
ス）については、下記のとおりです。

令和８年６月期末・勤勉手当の支給について

２　支給月数　一般職　２．３２５月　（昨年同期　２．３月）

職

令和８年６月 令和７年６月

支給額（円）
１人あたり

支給額（円）
１人あたり

支給額（円）

記

県議会議員

2,591,295

2,380,175 2,380,175 2,286,142

一般職（管理職を含む）
（平均年齢４２．５歳）

21,163,020,893 925,443 907,984

特別職

3,298,750 3,298,750 3,251,625

8,103,760 - -

2,563,781
2,669,450

2,135,560

2,697,362 2,697,362

副知事 2

計 21,274,974,355 - -

議員

103,849,702 - -

2,108,55345 98,772,165 2,194,937

  【一般職】
    ※　令和７年の人事委員会勧告に基づき給料表を引き上げたことに伴う期末・勤勉手当の追給分を含ん
　　　でいます。

  【副知事】
　　※　令和８年４月に新たに就任した副知事については、在職期間率を80/100として期末手当2,135,560円
　　　を支給します。

　【県議会議員】
    ※　鈴鹿市選挙区で１名欠員となっていることから、小計が47名となっています。
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４　支給内容

　

（参考）令和４年度以降の各期別支給月数（一般職）

期末 勤勉 計 期末 勤勉 計 期末 勤勉 計
R4 1.2 0.95 2.15 1.2 1.05 2.25 2.4 2.0 4.4
R5 1.2 1.0 2.2 1.25 1.05 2.3 2.45 2.05 4.5
R6 1.225 1.025 2.25 1.275 1.075 2.35 2.5 2.1 4.6
R7 1.25 1.05 2.3 1.275 1.075 2.35 2.525 2.125 4.65
R8 1.2625 1.0625 2.325 1.2625 1.0625 2.325 2.525 2.125 4.65

（３）県議会議員
　○　令和８年４月１日から計算の基礎となる議員報酬月額に改定がありました。
　　　議　長　1,063,000円（改定前：1,036,000円）
　　　副議長　  938,000円  （改定前：914,000円）
　　　議　員　  865,000円  （改定前：843,000円）

　○　令和７年６月の支給月数と比べて、０．０２５月分の増となっています。

　○　これは、令和７年１２月の期末手当を０．０５月引き上げた分について、令和８年度は
　　６月と１２月に０．０２５月分ずつ均等に配分したことによるものです。

令和７年   期末手当 1.25月 1.275月 2.525月

（１）一般職
　○　職員１人あたりの平均支給額は、９２５，４４３円（平均年齢４２．５歳）です。
　　　（昨年：９０７，９８４円（平均年齢４２．７歳））

　○　令和７年６月の平均支給額と比べて、１７，４５９円（１．９％）の増となっています。

　○　これは、令和７年の人事委員会勧告に基づく給与改定により引き上げた令和７年１２月の
　　期末・勤勉手当０．０５月分について、令和８年度は６月と１２月に０．０２５月分ずつ均等に
　　配分したことに伴い、令和７年６月に比べ令和８年６月の支給月数が０．０２５月増加したこ
　　となどによるものです。

　期末・勤勉手当の支給月数（一般職）
６月 １２月 合計

4.65月

　　　　　　  勤勉手当 1.0625月 1.0625月 2.125月
令和８年   期末手当 1.2625月 1.2625月 2.525月

令和７年　期末手当

（２）知事及び副知事
　○　令和８年４月１日から計算の基礎となる給料月額に改定がありました。
　　　副知事　1,052,000円（改定前：1,025,000円）
　　　※知事の給料月額については、令和８年１０月１日からの改定予定です。
　　　（現行　1,300,000円　改定後　1,334,000円）
　
　○　令和７年６月の支給月数と比べて、０．０２５月分の増となっています。

　○　これは、令和７年１２月の期末手当を０．０５月引き上げた分について、令和８年度は
　　６月と１２月に０．０２５月分ずつ均等に配分したことによるものです。

　期末手当の支給月数（知事及び副知事）
６月 １２月 合計

1.725月 1.775月 3.5月

　　　 合計 2.325月 2.325月 4.65月

　　　　　　  勤勉手当 1.05月 1.075月 2.125月
　　　 合計 2.3月 2.35月

年度
６月 １２月 合計

　期末手当の支給月数（県議会議員）
６月 １２月 合計

令和７年　期末手当 1.725月 1.775月 3.5月
令和８年　期末手当 1.75月 1.75月 3.5月

令和８年　期末手当 1.75月 1.75月 3.5月


